
 

１．収入           （平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）           単位：円
科        目 決 算 額 摘        要

繰越金
653,889 まち協

補助金等
360,000 市）　事務員費
629,600 市）　まちづくり運営補助金
529,000 市）　まちづくり計画活動費

2,000,000 国）　移住交流による地域活性化支援事業
100,000 市) 　体育振興費
10,000 市）　青少年健全育成推進協議会城南地区

自主財源 342,800 まち協会費
その他

68,261 マルシェ参加料
106,500 成徳食事代
89,910 バザー売上
20,000 城南音頭ＣＤ売上
15,000 まちづくり連絡会資料代
14,296 コピー代

1,200,000 児童クラブ立替金返金
208 預金利息

100,000 小口現金戻し入れ

収 入 合 計 6,239,464

２．支出　              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

科        目 決 算 額 摘        要
事務員費 340,000
　　未払金 20,000 篠山市に返金
事務費 250,794 コピ－210,476、事務用品他34,418、改印制作5,900

通信費 89,329 eo光76,589、切手代12,740　　
会議費 35,744 監査4,424、研修会費23,000、お茶代8,320
備品消耗品費 199,152 PC2台
備品 336,960 机　10台、椅子20脚
事業経費
　　生活環境部 220,104 "あぶない"表示板製作
　　文化部 155,915 文化祭、バザー、まちづくり懇談会　城南音頭
　　体育部 252,824 体育祭、ビブス、囲碁ボ-ル大会、ウォーキング
　　ふれあい教育部 129,255 三世代交流グランドゴルフ、豊ノ島関との交流
　　産業振興農業部 1,521,612 先進地視察、まちむら交流事業、マルシェ、他
　　総務部 276,648 広報誌発行、敬老会補助、他
　　開発部 93,384 元町マルシェ
　　スポーツクラブ21城南 0
立替金
　　児童クラブ 800,000
小口現金払い出し 100,000

小計 4,821,721
繰越金 1,417,743 平成２7年度へ

支 出 合 計 6,239,464

収入決算額 6,239,464 円
支出決算額 4,821,721 円
収入支出差引額 1,417,743 円　（平成27年度へ繰越）

平成２６年度城南地区まちづくり協議会

経費収支決算書

 
 
 


	城南地区まちづくり協議会規約
	第１章　総則
	(目的)
	第１条　本会は地域課題の解決に向け、地域の特色、個性を大切にしながら、地域住民の創意工夫と責任のもと、以下に掲げるような共同活動を行うことにより、地域力を高め住みよい城南地区を形成していくことを目的とする。
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	第２　この会を城南地区まちづくり協議会（以下「協議会」という）と称し、まち協と呼称する。
	（事務所の位置）
	第３条　協議会の事務処理を行うため、事務局を次の通り置く。
	篠山市小枕１３０番地（コミュニティセンター城南会館内）
	（区域)
	第４条　協議会の活動範囲区域は城南地区内とする。

	第２章　組織
	（会員）
	第５条　協議会の会員は次に掲げるとおりとする。
	（１）城南地区に居住する住民
	（２）城南地区住民で活動する自治会、団体
	（３）城南地区に住所地を置く事業所
	（４）その他会長が必要と認める者

	（入会）
	第６条　前条に規定する者が入会意志を示した場合には、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。
	(役員)
	第７条　協議会に次の役員を置く。
	（１）会長
	（２）副会長
	（３）部長
	（４）副部長
	（５）事務局長
	（６）監事
	（７）会計
	（８）広報
	（９）事務局主事
	（１０）事務局副主事
	（１１）顧問
	（１２）市役所サポート職員

	２　会長、副会長、会計及び監事は総会において選出する。
	３　事務局主事及び事務局副主事は会長が任命する。
	４　部長は各部において選出する。
	５　顧問は総会の同意を得て会長が任命する。
	（役員の職務）
	第８条　協議会の役員の職務は、次のとおりとする。
	（１）会長は、自治会長会等の各種団体から構成された協議会を代表し、会務を総括する。
	（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序によ
	り、その職務を代行する。
	（３）監事は、協議会の会計及び事業の執行状況を監査し、総会に監査報告を行う。
	（４）会計は、協議会の活動の財務を司ると共に会計事務を処理する。
	（５）事務局長、事務局主事は、協議会事務を総括する。
	（６）顧問は経験と知識をもって助言する。

	（役員の任期）
	第９条　前条の役員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。
	２　補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
	３　役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ
	ればならない。

	第３章　会議
	(会議）
	第１０条　協議会の会議は、総会、運営委員会、部会及び諮問委員会（以下「会議」という）とする。
	２　その他、会議についての詳細は別に定める。
	（会議の開催及び運営)
	第１１条　会議は過半数以上の構成員が出席しなければ開催できない。
	２　会議は原則公開とする。
	３　会議を開催するにあたっては、開催日時、場所、議題について、事前に周知することを原則とする。
	４　会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長または部会長の決するところによる。
	(総会）
	第１２条　総会は、役員、諮問委員会委員、まちづくり協議会委員及び協力団体代表委員をもって構成する。
	２　総会は、毎年１回、定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合、または委員の３分の１以上の請求があった場合は、臨時総会を開催することができる。
	３　総会は会長が招集する。
	４　総会の議長は、その総会において、出席者の中から選出する。
	５　総会は次の事項を決定する。
	（１）会長、副会長、会計、監事の選出及び事務局長の任命 同意
	（２）協議会の事業計画、予算、決算に関すること
	（３）その他、重要事項に関すること

	（運営委員会)
	第１３条　運営委員会は、会長、副会長、会計、広報及び事務局により構成する。
	２　運営委員会は、主要な事業計画、規約の改正を検討し、諮問委員会に相談する。
	３　運営委員会は、事業実施に於ける問題点の解決について審議決定し、主要問題点は、諮問委員会に相談する。
	４　運営委員会は、会長が招集する。
	５　会長は、運営委員会の議長となる。
	６　会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
	（部会）
	第１４条　総会及び運営委員会で決定された方針に基づき施策を実施するため、協議会に次の部を置く。
	（１）生活環境部
	（２）文化部
	（３）体育部
	（４）ふれあい教育部
	（５）産業振興農業部
	（６）総務部
	（７）開発部
	（８）スポーツクラブ２１城南

	２　部員は、運営委員会の同意を得て、会長、部長、副部長が会員の中から選任する。
	３　部には、部長、副部長及びリーダーを置く。
	４　部長及び副部長は、部委員の中から選出する。
	５　部長は、部を代表し部を総括する。
	６　副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代行する。
	７　部長は、必要があると認めるときは、部員以外の者を出席させ、意見を求める事ができる。
	（部間の調整）
	第１５条　部間の調整は運営委員が当たることとする。ただし、部相互の協議により協議する場合はこの限りではない。
	（諮問委員会）
	第１５条の２
	１　諮問委員は、各集落から選出された自治会長によって構成する。
	２　協議会の運営について、運営委員会より相談された主要な事業計画、規約の改正の検討及び、事業実施に於ける主要問題点の解決について助言する。

	第４章　財務
	（会計）
	第１６条　協議会の運営等に要する経費は、会費、補助金、委託料及びその他の収入をもって充る。
	２　協議会は下記の会計を有する。
	（１）まち協活動
	事業をより効果的に進めるため自主財源として単位自治会より納付される活動費
	（２）篠山市まちづくり協議会運営資金
	（３）その他各種補助金

	３　費用弁償
	協議会の円滑な運営を図るため別紙「支給規則」に基づき費用弁償をする。
	４　会計間の資金の移動
	会計間、科目間の資金移動を認める。
	５　協議会の会計年度
	毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。
	（会費）
	第１７条　前条第２項第１号の規定により徴収する会費は一世帯あたり年額４００円とする。

	第５章　その他
	（規約の変更）
	第１８条　この規約を改正しようとするときは、総会において出席者の過半数の同意を得なければならない。
	（解散）
	第１９条　協議会の解散については、総会において出席者の４分の３以上の賛成を得なければならない。
	（規則等への委任）
	第２０条　この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮り別に定める。
	附則
	本規約は、平成１９年７月１日から施行する。
	本規約は、平成２０年７月５日一部改正する。
	本規約は、平成２１年７月１８日一部改正する。
	本規約は、平成２２年５月１５日一部改正する。
	本規約は、平成２３年５月１４日一部改正する
	本規約は、平成２５年５月１８日一部改正する。


